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注１　原則、5,000万円未満の工事は世羅町内に本店を有する者を対象とする。（第11条の勘案事項）

注２　8,000万以上の工事は特定建設業の許可を有する者を対象とする。(一般競争入札事務処理要綱)

注３　表中の　　　　欄については、建設業法第15条の許可（特定建設業許可）を有する者を対象と

　　　して、１ランク上位の格付に位置づけることができるものとする。

注４　標準発注金額は、予定価格（税抜）に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とする。

注５　一般競争入札においては、年間平均完成工事高、元請施工実績等の条件を付すこともあり、こ

　　　の表の区分によらない場合がある。
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体

500万円未満

建
築
一
式

500万円未満

令和７年度・令和８年度　世羅町建設工事格付別標準発注金額表

500万円以上
5,000万円未満

500万円以上
3,000万円未満

3,000万円以上
5,000万円未満

3,000万円以上
5,000万円未満

土
木
一
式

業種
5,000万円以上
8,000万円未満

8,000万円以上
5,000万円以上
8,000万円未満

業種 500万円未満
500万円以上
3,000万円未満

5,000万円以上
8,000万円未満

業種

500万円以上
3,000万円未満

舗
装

3,000万円以上
5,000万円未満

業種

8,000万円以上

8,000万円以上

8,000万円以上
5,000万円以上
8,000万円未満

500万円未満
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格付

金額

格付

金額

格付

金額

金額金額

金額金額金額
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金額金額金額金額金額金額

金額金額金額


